
555

555

278
328

2,232

【加算等】続き
8,000 800 1,600 2,400

2,000 200 400 600

6,000 600 1,200 1,800

1,500 150 300 450

25,000 2,500 5,000 7,500

10,000 1,000 2,000 3,000

訪問看護情報提供療養費1,2,3 1,500 150 300 450

医療保険対象外サービス　利用料金表
単位：円

退院日に保険医療機関以外において療養上必
要な指導を行った場合（訪問した場合）

死亡日及び死亡前14日以内に2日以上のター
ミナルケアを行った場合　　※施設で看取り加
算を算定している場合は療養費２

1日につき　　乳幼児：6歳未満

退院支援指導加算

乳幼児加算

訪問看護ターミナルケア療養費１

訪問看護ターミナルケア療養費２

退院、退所にあたり医師、訪問看護ステーシ
ョンの看護師等が共同して、居宅における療
養上必要な指導を行った場合

特別管理指導加算

サービス内容

《介護認定を受けている方であっても、医療保険での訪問の対象になる疾患は以下の通りです。》

〇末期の悪性腫瘍　〇多発性硬化症　〇重症筋無力症　〇スモン　〇筋委縮性側索硬化症　〇脊髄小脳変性症　〇ハンチン
トン病　〇進行性筋ジストロフィー症　〇パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソ
ン病※）　〇多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群）　〇プリオン病　〇亜
急性硬化性全脳炎　〇ライソゾーム病　〇副腎白質ジストロフィー　〇脊髄性筋萎縮症　〇球脊髄性筋萎縮症　〇慢性炎症
性脱髄性多発神経炎　〇後天性免疫不全症候群　〇頸髄損傷　〇人工呼吸器を使用している状態

※パーキンソン病についてはホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3（姿勢反射障害、突進現象があり、起立、歩行に介
助を要する）以上で生活機能障害度がⅡ度（日常生活、通院にほとんど介助を要する）またはⅢ度（起立不能で日常生活は
全介助を要する）のものに限る。訪問看護指示書に記載が必要。

1月につき

特別管理加算の対象者は上記加算に加算

退院時共同指導加算

※　キャンセル料金
ご利用予定のサービスをキャンセルする際は、速やかに事業所までご連絡ください。連絡なく看護師等が伺っ
た場合はキャンセル料金　2000円がかかります。容態急変などの急な事情がある場合はキャンセル料金は頂
きません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訪問看護リハビリステーション鶴寿

領収書等の複写物の交付

死後の処置

1時間30分を超える訪問看護

手袋、絆創膏等の衛生材料、オムツ代等

自費の訪問看護
（交通費：事務所拠点として1㎞につき30円）

30分毎（営業時間内） 4,000

30分毎（営業時間外） 5,000

1枚につき 50

ご希望により死後の処置を行った場合 10,000

交通費 訪問毎　片道　事業所～利用者宅（１ｋｍにつき） 30

長時間訪問看護加算を算定しない日 3,000（30分毎）

実費


